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政治倫理審査会の運営について 

平成２年５月１１日 

大野城市政治倫理審査会 

 

１ 会議日程及び公示方法について 

（１） 会議日程については、当該年度の第１回目の会議において決定する

ものとする。ただし、決定した会議日程は、審議等の都合により変更

又は追加することができるものとする。 

（２） 会議日程は、市役所の掲示板に掲示するものとする。ただし、任期

満了後における初回の日時、場所については、この限りでない。 

（３） 会議の開催日時及び場所については、各委員にその都度文書で通知

するものとする。 

２ 議席の配列について 

（１） 議席の配列については、市民代表委員と学識者委員とを左右に配列

する。 

３ 会議の撮影許可について 

（１） 傍聴席からの撮影については、許可するものとし、その都度審査会

の許可を求めることを要しないものとする。 

（２） 会議場内に立ち入っての撮影については、審議開始後５分間に限っ

て許可するものとする。 

４ 資産等報告書の用意について 

（１） 資産等報告書（写）は、当該年度及び前年度のものについては各委

員の議席上に用意するものとし、前前年度以前のものについては会長

席に各一部用意する。 

５ 欠席委員への審議結果の送付について 

（１） 欠席委員に対しては、当日の決定事項及び配布資料を送付するもの

とする。 

６ 会議録について 

（１） 会議録は、委員の発言要旨及び審査会の決定事項を記録するものと

する。 

７ 配布資料の公開について 

（１） 会議中に委員に配布した資産等報告書（写）以外の資料については、

原則として読み上げることにより傍聴人に会議の内容が理解できるよ

う配慮するものとする。 
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資産等報告書の審査方法について 

平成２年５月２１日 

大野城市政治倫理審査会 

 

 大野城市政治倫理審査会における資産等報告書の審査方法については、原則

として、次の順序及び方法によって審査を行うものとする。 

１ 審査順序 

（１） 審査は、資産等報告書綴りの前から順番に行うものとする。 

２ 書面審査 

（１） 委員各自が資産等報告書の記載事項について比較対照し、疑問点を

抽出する。 

① 単年度関連項目の比較対照 

【例】 (ｱ) 利子と債権、貯金 

(ｲ) 配当金と株式取引 

(ｳ) 賃貸料と不動産 

(ｴ) その他（事業収入）と営業不動産・動産 

(ｵ) 不動産と固定資産税 

(ｶ) 地位と給与 

② 複数年度同一項目の比較対照 

３ 文書による説明依頼 

（１） 審査会が上記２の記載内容について疑問点があると認める場合は、

報告者に対し文書による説明を求める。説明依頼に応じるか否かは、

報告者の任意である。 

① 書面審査終了後、すべての報告者の指摘事項をまとめ、表現方法及び

公平の見地からの必要な調整を加えたうえ、各報告者にそれぞれ文書に

よる説明を求めるものとする。 

② 文書回答の審査 

(ｱ) 文書回答の審査の結果、審査会において、なお疑問があると認め

るときは、再度、文書による説明を求めることができるものとする。 

(ｲ) 文書による説明を求められた者が正当な理由なく期限までに回答

書を提出しない場合は、文書回答を拒んだものとして次の段階の審

査に移るものとする。 

③ 文書による説明の依頼に対し、「文書に代え審査会に出席して説明す

る」旨の要請があったときは、すべての文書回答について書面審査が終

了した後に説明を受けるものとする。 
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４ 疎明資料の提出依頼 

（１） 上記３の説明によってもなお疑問が残るときは、報告者にその主張を

裏付ける資料の提出を求める。提出依頼に応じるか否かは、報告者の任

意である。 

（２） 疎明資料の提出については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 疎明資料は、それぞれの事案について審査会の審議を通じて、個々具

体的に決定するものとする。 

【例】 (ｱ) 給与支払証明書（収入関係） 

(ｲ) 取引内容証明書（有価証券関係） 

(ｳ) 金銭消費貸借契約書、借用書（貸付金、借入金関係） 

(ｴ) 預貯金残高証明書（預貯金関係） 

(ｵ) 登記簿謄本、固定資産税評価証明書（不動産関係） 

(ｶ) 住民票、戸籍謄本（抄）本 

(ｷ) 確定申告書（控） 

② 疎明資料の提出については、すべての報告者に対し一律に関係資料の

提出を求めることはせず、文書による説明を終えた段階で特に疑問のあ

る報告者に限って、提出を求めるものとする。 

③ 疎明資料の提出を求める場合は、提出を求める報告者に対し、疑問の

内容及びその資料を必要とする理由を明記して通知するものとする。 

④ 疎明資料の提出及び提出された資料の審査に当たっては、提出者及び

第三者のプライバシーを尊重するように努め、審査上不必要な部分につ

いては、目隠し又は塗り潰し等の措置をとるものとする。 

５ 事情聴取 

（１） 上記３の説明及び上記４の資料の提出によってもなお疑問点が解明で

きないとき、及び上記３の説明及び上記４の資料の提出に応じないとき

は、審査会に報告者本人の出席を求め、出席に応じた報告者に対し、委

員が質問するものとする。 

（２） 出席要請に応じるか否か、及び委員の質問に答えるか否かは、報告者

の任意である。 

（３） なお、正当な理由なく事情聴取に応じなかった者については、その旨

を意見書中に記載するものとする。 

６ その他 

（１） 疎明資料の取得に伴う費用及び事情聴取に応じた者に対する費用弁償

は、行わないものとする。 
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政治倫理審査会の任務について（条例から） 

１ 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、政治倫理審査会を置く。 

［第７条第１項］ 

２ 審査会は、次に掲げる職務を行う。 

（１） 資産等報告書を審査し、意見書を市長に提出すること。 

（２） 市長から調査を求められた事項について調査し、意見書を市長に提出

すること。 

（３） その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受

けた事項につき市長に対して必要な答申、勧告、又は建議をすること。 

［第７条第４項］ 

３ 議長は、提出された資産等報告書の写しを市長に送付し、市長は、市長等

及び議員の資産等報告書の写しを毎年６月３０日までに審査会に提出し、審

査を求めなければならない。 

［第８条第１項］ 

４ 審査会は、資産等報告書に疑義があるときは、報告義務者からの事情聴取、

資料提出要求等のほか、その関係者に対しても必要な調査を行うことができる。 

［第８条第２項］ 

５ 審査会は、審査を求められた日の翌日から起算して６０日以内に資産等報

告書審査意見書を作成し、市長に提出しなければならない。 

［第８条第３項］ 

 

６ 市長は、議員に関わる資産等報告書、審査意見書を議長に送付しなければ

ならない。 

［第８条第４項］ 

７ 市民から調査の請求が市長又は議長にあったときは、議長にあっては、調

査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は市長等又は議員に係る調

査請求書と添付資料の写しを調査請求された日の翌日から起算して７日以内

に審査会に提出し、審査を求めなければならない。 

［第 10 条第２項］ 

８ 市民から調査の請求があったときは、第８条第２項から第４項までの規定

を準用する。 

［第 10 条第３項］ 
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政治倫理審査会の運営について（条例・規則から） 

 

１ 審査会の委員は６人とする。 ［条例第７条第２項］ 

２ 審査会の委員の任期は、２年とする。（任期が満了した場合においては、後

任の委員が委嘱されるまで） ［条例第７条第３項］ 

 

３ 審査会の会議は、公開するものとする。（やむを得ず非公開とするときは、

委員定数の３分の２以上の同意が必要） ［条例第７条第５項］ 

４ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後もまた同様とする。 ［条例第７条第６項］ 

５ 政治倫理審査会に会長及び副会長を置く。 ［規則第６条第１項］ 

６ 会長及び副会長は、委員の互選による。 ［規則第６条第２項］ 

７ 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

  ［規則第６条第３項］ 

８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 ［規則第６条第４項］ 

９ 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

  ［規則第６条第５項］ 

10 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 ［規則第６条第６項］ 

11 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 ［規則第６条第７項］ 

12 審査会の傍聴に関しては、大野城市議会傍聴規則の例による。 

 ［規則第６条第８項］ 

13 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 

 ［規則第６条第９項］ 

14 審査会の庶務は、プロモーション推進課において処理する。 

  ［規則第６条第10項］ 

5



 

 
 

令和８年度資産等報告書の審査日程（予定） 

 

開催日時・場所 会議内容 

６月 25 日（木） 

午後５時 

市役所 本館３階 

庁議室 

委嘱状交付 

会長・副会長の選出 

資産等報告書の審査依頼 

７月 14 日（火） 

午後５時 

市役所 本館３階 

庁議室 

資産等報告書の審査 

８月４日（火） 

午後５時 

市役所 本館３階 

庁議室 

( 予 備 日 ) 

８月 24 日（月） 

午後５時 

市役所 本館３階 

庁議室 

審査意見書（案）について 

審査意見書の提出 
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資 産 等 報 告 書 記 載 要 領

（  令　 和　 ８ 　 年　 度 ）

 

大 野 城 市
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第４条　 市長等及び議員は、 毎年１ 月１ 日現在の資産、 地位及び肩書並びに前年１
　 年間の収入、 贈与、 も てなし 及び第６ 条第４ 号に規定する税等の納付状況の報告
　 書（ 以下「 資産等報告書」 と いう 。 ） を 毎年５ 月３ １ 日までに市長等にあっ ては
　 市長に、 議員にあっ ては市議会議長（ 以下「 議長」 と いう 。 ） に提出し なければ
　 なら ない。

２　 前項の市長等及び議員の資産等報告書の提出には、 報告義務者の配偶者及び扶
　 養又は同居の親族（ 以下「 配偶者等」 と いう 。 ） の資産等報告書も 併せて提出し
　 なければなら ない。 ただし 、 配偶者等にあっ ては第６ 条第４ 号に規定する税等の
　 納付状況に関する報告を 要し ない。

（資産等報告書の閲覧）

第５条　 前条の規定により 提出さ れた資産等報告書は、 こ れを 受理し た市長及び議
　 長において、 提出期限の翌日から 起算し て５ 年を 経過する日まで市民の閲覧に供
　 さ なければなら ない。

２　 市民は、 閲覧により 知り 得たこ と は、 第１ 条の目的に沿う よう 適正に活用し な
　 ければなら ない。

大野城市政治倫理条例（抜すい）

（資産等報告書の提出義務）
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注 意 事 項

12． 提出さ れた資産等報告書は、 政治倫理審査会の公開の審査を 受け、 また審査に
　 必要な事項について、 回答を 求めら れるこ と があり ますので留意し てく ださ い。

９ ． 記載事項の間違いを 書き 直す場合は、 その間違っ た記載事項を二重線で抹消し
　 正し い事項を その上部に記載し てく ださ い。 その際、 ページ上部に「 ○○字修正」
　 と 記載し てく ださ い。 ※押印は不要です。

６ ． 記載する価額又は金額は、 １ 万円単位で記載し てく ださ い。 （ １ 万円未満の端
　 数は切り 捨てるこ と 。 ） ただし 、 （ ４ ） 税等の納付状況については円単位で記載
　 し てく ださ い。

７ ． 令和８ 年度の資産等報告書の提出期限は、 ５月３１日（日）です。

８ ． 訂正又は補正の必要があるときは、６月１０日（水）までに申し 出をするこ と
　 ができ ます。

10． こ の資産等報告書は、 提出期限の翌日から 起算し て５ 年を 経過する日まで、 市
　 民の閲覧に供さ れますので、 記載要領を 十分活用し 、 誤記や記載も れ等がないよ
　 う 注意し てく ださ い。

11． 各項目において説明等が必要なと き は、 適宜備考欄に記載し てく ださ い。

１ ． 報告書は、 該当者１ 人につき １ 部作成し てく ださ い。

２ ． 区分内に記載するこ と が難し いと き は、 そのページを 追加し 、 作成し てく ださ
　 い。

３ ． その区分に該当するも のがなければ、 各区分ごと の上段に「 該当なし 」 と 明記
　 し てく ださ い。

４ ． 各区分の余白は、 「 以下余白」 と 記入し 、 斜線などを 引かないでく ださ い。

５ ． 直筆の場合は、 黒又は青のボールペンか万年筆で記載し てく ださ い。
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大野城市政治倫理条例第４ 条の規定により 提出し ます。

記入例

     所在地目、数字（金額）などは架空のもので
     それぞれの区分との整合性はありません。
     ※押印は不要です。

報告年月日 令和８ 年○○月○○日

報告義務者

住　 所 大野城市曙町２ 丁目２ 番１ 号

氏　 名　

資　 　 産　 　 等　 　 報　 　 告　 　 書

大野　 ジョ ー　 　 　 　

10



報告義務者
氏　 名

報告義務者の配偶者及び扶養又は同居の親族

住　 所

氏　 名

続　 柄 （ ）

１

資　 　 産　 　 等　 　 報　 　 告　 　 書

． 配偶者及び扶養又は同居の親族と の続柄は、 夫、 妻、 子、 父、 母、 妹、 弟等と 記載し て
く ださ い。
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　 ( 1) 　 資　 産

ア　 土　 地

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

訂正する際は、 記載事項を　 　 　 で抹消し 、
正し い事項をその上に記載し 、 ページ上部に
「 〇字修正」 と 記載し てく ださ い。

　 　 〃　 　 　 〃　 　 ○○○－○番 宅地 １ ４ ８ . ０ ０ ９ ９ ０ 昭和４ ７ 年５ 月８ 日 居住地

大野城市曙町〇丁目〇〇〇－〇番 宅地 ３ ６ ９ . ０ ０
２ , ４ ８ ６

昭和４ ７ 年５ 月８ 日 居住地
２ , ４ ６ ８

令和８ 年１ 月１ 日　 現在

所 在 地 地 目 面 積 ( ㎡ ) 固定資産税評価額( 万円) 取 得 の 時 期 備 考

　 　 〃　 大字牛頸○○○－○番 山林 ２ , ６ １ ６ . ０ ０ １ 万円未満 昭和５ ９ 年１ ０ 月５ 日

　 　 〃　 大字牛頸○○○－○番 田 １ , ５ ２ ５ . ０ ０ ３ ９ ０ 平成７ 年２ 月２ ５ 日 持分１ /２

〃　 瓦田○丁目○○○－○番 宅地 ２ １ ７ . ０ ０ １ , ４ ７ ０ 昭和５ ５ 年９ 月２ ８ 日 住居表示変更　 ( 前年) 大野城市○○町○番

以下余白

福岡市博多区井相田○丁目○○○番 雑種地 ６ ３ ０ . ０ ０ １ , ２ ３ ５ 平成３ ０ 年２ 月２ ５ 日 相続　 大野太郎( 父)

　 　 〃　 大字牛頸○○○－○番 保安林 １ , ８ ５ ２ . ０ ０ - 平成１ ７ 年８ 月１ ５ 日 非課税

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 「 取得の時期」 は、 不動産の全部事項証明書の登記原因日付（ 登記受付年月日ではな
い） を 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 共有の場合は、 持分割合を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 居住地の場合は、 その旨を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 住居表示変更や区画整理等で前年から 所在地変更があっ た場合は、 前住所を備考欄に記
載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する「 土地」 について記載し てく ださ い。

． 所有権を有する「 土地」 について１ 物件ごと に記載し てく ださ い。 ※市外に所有するも
のも 含む

． 信託の土地を 含みますが、 帰属権利者であるも のに限り ます。

． 前年中に譲渡、 売却し たと き 、 及び補償金を 受け取っ たと き は、 （ ３ ） 収入および贈与
の「 年金その他」 に記載し てく ださ い。

． 「 地目」 は宅地、 田、 畑、 山林、 雑種地等を 記載し てく ださ い。

． 「 面積」 、 「 固定資産税評価額」 は、 共有の場合も 物件全体のも のを 記載し てく ださ  い。

． 「 固定資産税評価額」 が１ 万円未満の場合は固定資産税評価額欄に「 １ 万円未満」 、 非
課税の場合は固定資産税評価額欄に「 -」 備考欄に「 非課税」 と 記載し てく ださ い。

４字修正
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イ 　 建　 物

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

所 在 地 種 類 構 造 床 面 積 ( ㎡ ) 固定資産税評価額( 万円) 取 得 の 時 期 備 考

福岡市○○区○○町○丁目○番 倉庫 木造 ５ ０ . ０ ０ ２ , ３ ８ ７ 昭和５ ２ 年４ 月２ ５ 日

福岡市○○区○○町○丁目○番 事務所 鉄筋 ５ ０ . ０ ０ １ 万円未満 平成１ ５ 年５ 月２ ８ 日

居住地

福岡市博多区井相田○丁目○○○番 賃貸アパート 鉄筋 １ , ３ ５ １ . ７ １ ６ , ９ ８ ３ 平成３ ０ 年２ 月２ ５ 日 相続　 大野太郎( 父)

大野城市曙町○丁目○○○－○番 住宅 木造 １ ９ ８ . ３ ５ １ , ８ ３ ５ 昭和４ ７ 年５ 月８ 日

以下余白

． 「 構造」 は、 木造、 鉄筋等を 記載し てく ださ い。

． 「 床面積」 、 「 固定資産税評価額」 は、 全体を 記載し てく ださ い。

． 「 固定資産税評価額」 が１ 万円未満の場合は固定資産税評価額欄に「 １ 万円未満」 、 非
課税の場合は固定資産税評価額欄に「 -」 備考欄に「 非課税」 と 記載し てく ださ い。

． 「 取得の時期」 は、 不動産の全部事項証明書の登記原因日付（ 登記受付年月日ではな
い） を 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 持分があるも のは、 その割合を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する「 建物」 について記載し てく ださ い。

． 所有権を有する「 建物」 について１ 物件ごと に記載し てく ださ い。 ※市外に所有するも
のも 含む

． 信託の建物を 含みますが、 帰属権利者であるも のに限り ます。

． 前年中に譲渡、 売却し たと き 、 及び補償金を 受け取っ たと き は、 （ ３ ） 収入および贈与
の「 年金その他」 に記載し てく ださ い。

． 「 種類」 は、 用途（ 住宅、 店舗、 倉庫、 事務所等） を記載し てく ださ い。

． 居住地の場合は、 その旨を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 住居表示変更や区画整理等で前年から 所在地変更があっ た場合は、 前住所を備考欄に記
載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。
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ウ　 不動産に関する権利

１

２

３

４

５

６

７

８

９

賃借権 ６ ０ 平成１ ９ 年７ 月１ ０ 日 集合住宅　 月額５ 万円

大野城市○○町○番

地上権 ５ ０ 平成４ 年４ 月５ 日 相続　 大野太郎( 父)

大野城市○○町○番

種 別 価 額 ( 万 円 ) 契 約 期 日 備 考

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する「 不動産に関する権利」 について記載し てく ださ い。

． 「 種別」 は、 地上権、 地役権、 永小作権、 鉱業権、 探石権、 その他建物の賃借権等の所
有する権益を 記載し てく ださ い。 ※市外に所有するも のも 含む

以下余白

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 「 価額」 は、 取得価額（ 借地借家の場合は年額） を 記載し てく ださ い。 取得価額が無い
場合も その旨を 記載し てく ださ い。

． 借地、 借家等（ 使用貸借（ 無償貸借） も 含む） の場合は、 賃貸借の種別、 賃貸借の契約
期日も し く は使用開始日を それぞれ記載し てく ださ い。 ※田畑、 山林等は除く

． 借地、 借家等の場合は、 種類( 集合住宅、 土地等） と 、 月額（ 無償の場合はその旨） を
備考欄に記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 居住地の場合は、 その旨を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 権利を 有する不動産の所在地を備考欄に記載し てく ださ い。
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エ　 動　 産

１

２

３

４

５

６

７

８

種 類 価 額 ( 万 円 ) 取 得 の 時 期 備 考

自家用自動車 ２ ０ ０ 平成２ ４ 年３ 月８ 日

絵画 １ ２ ０ 昭和５ ０ 年７ 月１ ２ 日

掛け軸 ５ ５ 平成２ ７ 年１ ０ 月２ ９ 日

バイ ク ６ ０ 平成２ 年８ 月３ １ 日

ト ラ ク タ ー ２ ３ ５ 平成４ 年６ 月２ ９ 日

自家用自動車 ５ ０ 昭和６ ３ 年１ ２ 月２ １ 日

自家用自動車 １ ０ ０ 平成２ ７ 年１ 月１ ３ 日

． 共有の場合は、 その割合を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する５ ０ 万円以上の「 動産」 について記載し てく ださ い。

． 生活に通常必要な備品（ 家具、 じ ゅ う 器、 衣服類等、 自家用車は１ 台に限る） は、 記載
の必要はあり ません。

． 「 種類」 は、 ト ラ ッ ク 、 農機具、 絵画、 陶磁器等を 記載し てく ださ い。

． 「 価額」 は、 取得価額と し 、 不明な場合は時価額を 記載し てく ださ い。

． 「 取得の時期」 は、 所有し た時期を 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

以下余白
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オ　 預貯金

１

２

３

４

５

６

７

ゆう ちょ 銀行 １ , ６ ０ ０ 定額貯金 令和７ 年３ 月１ ０ 日満期

○○銀行　 白木原支店 ４ , ０ ０ ０ 普通預金 土地売買（ 大野城市乙金○丁目○○番） ３ , ８ ０ ０ 万円増

○○銀行　 雑餉隈支店 ３ , ５ ０ ０ 定期預金 自動継続

○○銀行　 雑餉隈支店 ８ ８ 普通預金

金 融 機 関 名 預 貯 金 の 額 ( 万 円 ) 種 類 備 考

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する、 一口座の額が５ ０ 万円以上の「 預貯金」 について記
載し てく ださ い。

． 同一金融機関に複数ある場合は、 口座ごと にそれぞれ記載し てく ださ い。

Ｊ Ａ 筑紫　 大野城支店 ３ ０ ０ 普通貯金 相続　 大野太郎( 父)

以　 下　 余　 白

． 「 金融機関名」 は、 支店名も 記載し てく ださ い。 ただし 、 ゆう ちょ 銀行については支店
名の記載は不要です。

． 「 種類」 は、 普通預金、 定期預金等の預金種別を 記載し てく ださ い。 ※ゆう ちょ 銀行や
Ｊ Ａ 等は「 預金」 ではなく 「 貯金」 と 記載

． 定期・ 定額預貯金の場合は、 満期日を 備考欄に記載し てく ださ い。 ただし 、 自動継続の
場合に限り 、 満期日ではなく 「 自動継続」 と 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。
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カ 　 有価証券

区 分

１

２

３

４

５

６

名 称 種 類 額 面 金 額 の 総 額 ( 万 円 ) 備 考

社 債

○○電力債 社債 １ ０ ０ 昭和６ ３ 年８ 月２ ５ 日

○○鉄鋼債

公 債

建設国債 国債 ２ ０ ０ 平成２ ７ 年３ 月１ １ 日

以下余白

社債 １ ０ ０ 昭和５ ９ 年７ 月２ ４ 日

以下余白

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する、 額面金額の総額が５ ０ 万円以上の「 有価証券」 につ
いて記載し てく ださ い。

． 「 公債」 は、 国債、 政府保証債及び地方債等を 銘柄別にそれぞれ記載し てく ださ い。

． 「 社債」 は、 電力、 鉄鋼、 私鉄等の発行する債券等を銘柄別にそれぞれ記載し てく ださ
い。

． 備考欄に、 取得の時期を 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。
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区 分

１

２

３

４

５

６

７

銘 柄 株 数 取 得 の 時 期 時価総額( 万円) 備 考

以下余白

株 式

○○建設株式会社 １ ０ , ０ ０ ０ 昭和６ ２ 年５ 月１ １ 日 １ , ２ ０ ０

有限会社○○商会 ５ ０ 平成１ ０ 年６ 月２ １ 日 ３ ０ ０

． 令和８ 年１ 月１ 日前で最も 近い終値（ 前年の大納会の終値） が、 時価総額５ ０ 万円以上
のも のについて記載し てく ださ い。

． 資本金の額が1億円以上の株式会社の株式、 または金融商品取引所に上場さ れている株
式について記載し てく ださ い。

． 「 取得の時期」 は、 所有するこ と と なっ た期日を 記載し てく ださ い。

． 「 額面金額の総額」 は、 記載の必要はあり ません。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて株数に増減があっ た場合は、 その理由を 備考欄に記載し てく ださ
い。

． 価額が公表さ れていないため時価総額が不明の場合は、 その旨を備考欄に記載し てく だ
さ い。
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区 分

１

２

３

４

５

６

日本銀行出資証券 平成３ 年７ 月７ 日 ５ ０

出 資 先 出 資 の 時 期 出 資 の 額 ( 万 円 ) 備 考

出 資

○○合資会社 平成１ ３ 年９ 月１ 日 １ ０ ０

種 類 額 面 金 額 の 総 額 ( 万 円 ) 備 考

約束手形 ５ ０

以下余白

以下余白
その他

． 「 出資」 は、 日本銀行出資証券、 信用金庫出資証券、 合名会社、 合資会社等に対するも
のを 銘柄ごと に記載し てく ださ い。 なお、 株式の購入による出資については株式の欄にの
み記載し てく ださ い。

． 「 出資先」 は、 相手方が明ら かと なるよう 、 詳細に記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する、 総額で５ ０ 万円以上のも のについて記載し てく ださ
い。

． 「 その他」 は、 金融商品取引法第２ 条第１ 項及び第２ 項に規定する有価証券のう ち、 他
の記載項目のどれにも 該当し ないも の（ 約束手形、 抵当証券、 預託証券等） をそれぞれ記
載し てく ださ い。
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キ　 信託に関する権利

１

２

３

４

５

６

７

中期国債フ ァ ンド ○○証券 １ ０ １ ０ ０ 平成１ ５ 年４ 月１ 日

権 利 の 種 類 受 託 者 数 量 価 額 ( 万 円 ) 信 託 の 時 期 備 考

以下余白

投資信託 ○○証券 １ ０ ０ ３ ０ ０ 平成１ ８ 年９ 月１ 日

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する、 １ 月１ 日前で最も 近い終値が、 総額５ ０ 万円以上の
も のについて記載し てく ださ い。

． 「 権利の種類」 は、 投資信託、 公社債投資信託、 国際フ ァ ンド 、 株式投資信託等、 それ
ぞれの権利ごと に記載し てく ださ い。

． 「 受託者」 は、 証券会社等の信託先を 記載し てく ださ い。

． 「 財産の種類」 は、 記載の必要はあり ません。

． 「 数量」 は口数を 記載し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。
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ク 　 貸付金及び借入金

区 分

１

２

３

４

貸 付 ・ 借 入 先 貸 付 ・ 借 入 金 額 ( 万 円 ) 貸 付 ・ 借 入 期 日 備 考

貸 付 金

有限会社○○商事 １ , ０ ０ ０ 平成１ ６ 年３ 月２ ２ 日

以下余白

５ ０ 平成２ ８ 年６ 月１ ５ 日

以下余白
借 入 金

○○銀行　 天神支店 ２ , ３ ０ ０ 平成１ ７ 年７ 月５ 日

知人 ５ ０ ０ 平成２ １ 年１ ２ 月２ ０ 日

株式会社○○

． 令和８ 年１ 月１ 日現在の「 貸付金」 及び「 借入金」 の残高が５ ０ 万円以上のも のについ
て記載し てく ださ い。 ※個人、 法人を 問わない。

． 出所や貸付・ 借入先等で相手方が個人である場合は、 個人名を 書かず「 知人」 、 「 兄
弟」 、 「 親類」 などと 分類し 記載し てく ださ い。

． 「 借入金」 が前年と 比べて減少し ていると き は、 その理由を 備考欄に記載し てく ださ
い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。
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ケ　 ゴルフ 会員権

１

２

３

ク ラ ブ 名 口 数 備 考

○○カ ンツリ ーク ラ ブ １

． 令和８ 年１ 月１ 日現在で保有する「 ゴルフ 会員権」 のう ち譲渡可能なも のについて記載
し てく ださ い。

． 相続（ 被相続人から の遺贈を 含む） により 取得し た場合は、 その旨と 相手方の氏名及び
続柄を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

以　 下　 余　 白
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　 ( 2) 　 地位及び肩書

ア　 企業及びその他の団体の地位及び肩書

１

２

３

４

令和８ 年１ 月１ 日現在

企 業 ・ そ の 他 の 団 体 名 地 位 及 び 肩 書 備 考

○○・ ○○衛生施設組合 議員 令和７ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日

以下余白

○○土木建築会社 顧問 令和７ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日

社会福祉法人○○会 理事 令和７ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日

大野城市 議長 令和７ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日

○○株式会社 相談役 令和７ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日

． 備考欄には、 その役職における任期を 記載し てく ださ い。

． 令和８ 年１ 月１ 日現在における「 地位及び肩書」 について記載し てく ださ い。

． 公職等（ 議長、 副議長、 委員長等） 、 企業その他の団体（ 一部事務組合議員等） におけ
る役職名（ 会長、 理事、 相談役、 顧問、 取締役、 監査役等） を 記載し てく ださ い。 役職が
ない場合（ パート 、 アルバイ ト 、 正社員等） は記載の必要はあり ません。

． 宗教的、 社交的（ 同窓会、 同好会、 スポーツク ラ ブ等） 及び政治団体（ 後援会等） につ
いては、 記載の必要はあり ません。
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イ 　 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決め

１

２

○○株式会社 雇用期日令和８ 年４ 月１ 日、 期間３ 年、 取締役、 給与３ ０ 万円

以　 下　 余　 白

相 手 方 条 件 備 考

． 令和８ 年１ 月１ 日現在における公職を 退いた後の雇用に関する契約その他の取り 決めに
ついて記載し てく ださ い。

． 「 条件」 は、 雇用の期日、 期間、 地位及び給与等、 取り 決め内容が詳細にわかるよう 記
載し てく ださ い。
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　 ( 3) 　 収入及び贈与

ア　 給与、 報酬、 事業所得、 譲渡所得、 配当金、 利子、 賃貸料、 謝礼金、 年金その他

１

２

３

４

５

６

令和７ 年１ 月１ 日～同年１ ２ 月３ １ 日

区 分 出 所 内 容 金 額 ( 万 円 ) 備 考

○○・ ○○衛生施設組合 議員報酬 ３ ０ ０

以下余白

役員報酬 １ , ２ ０ ０

○○土木建築会社 役員報酬 ６ ０

○○株式会社

． 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日までの給与等について、 １ 出所当たり ３ 万円以上の
も のを 記載し てく ださ い。 ただし 、 旅費等の費用弁償を除き ます。

． 給与（ 諸手当を 含む） 、 報酬、 賃金、 期末手当及び退職金等を 記載し てく ださ い。

． 市及び市の関係する団体から 支給さ れる給与や報酬等についても 記載し てく ださ い。

． 地位及び肩書ごと に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

給与
及び
報酬

大野城市 議員報酬 ９ ５ ０

○○株式会社 退職金 １ ０ ０

． 税控除前の収入額（ 支払いを 受けた額） を記載し てく ださ い。
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１

２

３

４

５

６

保険業 損害保険代理店 １ , ０ ０ ０

以下余白

区 分 出 所 内 容 金 額 ( 万 円 ) 備 考

事 業 所 得

農業 米、 野菜 ２ ０ ０

株式会社○○地所 土地の譲渡 ３ , ８ ０ ０ 大野城市乙金○丁目○○番、 宅地、 ２ ０ ０ ㎡

以下余白

． 「 譲渡所得」 は、 出所ごと に、 土地、 建物、 機械器具、 借地権等の譲渡と 記載し てく だ
さ い。 金額には、 税控除前の額（ 売買の場合は支払いを受けた額） を 記載し てく ださ い。

． 「 譲渡所得」 のう ち、 事業所得に該当する場合は、 事業所得欄に記載し てく ださ い。

． 譲渡が不動産の場合は、 所在地、 地目、 面積等を 備考欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日までの「 事業所得」 及び「 譲渡所得」 について、 １
出所当たり ３ 万円以上のも のを 記載し てく ださ い。

． 「 事業所得」 は、 種類ごと に、 農業、 製造業、 小売業、 サービス業等を 記載し てく ださ
い。 金額には、 収入金額から 必要経費を 差し 引いた金額（ 所得金額） を 記載し てく ださ
い。

譲 渡 所 得
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１

２

３

４

５

６

７

８

区 分 出 所 内 容 金 額 ( 万 円 ) 備 考

利 子
○○銀行　 春日原支店 預金利子 １ １

以下余白

配 当 金
○○建設株式会社 株式配当 １ ０

以下余白

謝 礼 金
○○の会 講師謝金 ５

知人 仲人謝金 ２ ０

賃 貸 料
○○株式会社 家賃 ５ ５ ０

借主 地代 ８ ４

． 生命保険、 火災保険等は、 加入の時点では記載し ません。 保険金の支払いを受けた時点
で「 年金その他」 の欄に記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日までの「 配当金」 、 「 利子」 、 「 賃貸料」 、 「 謝礼
金」 、 「 年金その他」 について、 １ 出所当たり ３ 万円以上のも のを記載し てく ださ い。

． 「 配当金」 は、 株式配当、 出資配当、 証券投資信託の分配金、 相互保険会社の基本利息
等を 記載し てく ださ い。 「 金額」 は配当金額を 記載し てく ださ い。

． 「 利子」 は、 預貯金利子、 公社債利子、 公社債投資信託の分配金等を 記載し てく ださ
い。 「 金額」 は配当金額を 記載し てく ださ い。

． 「 賃貸料」 は、 地代、 家賃、 権利金等を 記載し てく ださ い。 また、 一面の土地又は一団
の家屋から 生じ るも のは、 合算で記載し てく ださ い（ 相手方が複数であっ ても 同一出所と
みなす） 。 ただし 、 事業所得に該当する場合は、 事業所得欄に記載し てく ださ い。 「 金
額」 は、 収入金額から 必要経費を差し 引いた金額（ 所得金額） を 記載し てく ださ い。

． 「 謝礼金」 は、 労務の提供又は便宜を 供与し たこ と に対し て受けた金銭（ 講師謝金
等） 、 原稿料等を 記載し てく ださ い。 「 金額」 は税控除前の金額（ 支払いを 受けた額） を
記載し てく ださ い。

． 「 年金その他」 は、 各種年金、 恩給、 公務扶助料等や、 保険金、 賠償金、 示談金等その
他どの区分にも 該当し ない収入を記載し てく ださ い。 また、 相続により 土地・ 建物・ 現金
などの資産が増加し た場合、 それぞれの項目の記載と は別に、 相続での取得総額も 併せて
記載し てく ださ い。 「 金額」 は税控除前の金額（ 支払いを 受けた額） を 記載し てく ださ
い。

年 金
そ の 他

厚生労働省 厚生年金 １ ２ ０

大野太郎（ 父） 相続 ８ , ５ １ ８ 土地、 賃貸アパート 、 現金
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イ 　 贈与及びも てなし

１

２

３

４

区 分 出 所 内 容 金 額 ( 万 円 ) 備 考

贈 与

○○の会 掛け軸（ １ 本） ５ ５ 令和７ 年４ 月２ ２ 日

大野太郎（ 父） 現金 ３ ０ ０ 令和７ 年４ 月２ ２ 日

以下余白

． 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日までの１ 出所当たり ３ 万円以上の「 贈与」 、 ５ 万円
以上の「 も てなし 」 について、 税控除前の金額（ 支払いを 受けた額） を 記載し てく ださ
い。

も て な し

○○株式会社 タ ク シーチケッ ト １ ０ 令和７ 年１ １ 月１ ３ 日

以下余白

． 「 も てなし 」 の「 内容」 は、 交通、 宿泊、 飲食、 娯楽、 招待券、 入場券等、 相手方ごと
に記載し てく ださ い。 また、 価格又は金額は、 も てなし を 受けた費用を 評価し て記載し て
く ださ い。 併せて、 備考欄にも てなし を 受けた年月日を記載し てく ださ い。

． 前年の報告と 比べて増減があっ た場合は、 その理由を備考欄に記載し てく ださ い。

． 「 贈与」 は、 扶養義務者と 被扶養者相互間の生活費、 教育費等や学資及び婚礼、 葬儀、
国際儀礼、 その他社会的儀礼にかかわるも のは除き ますが、 遺贈は贈与に含みます。 ま
た、 その価格又は金額について、 物品の場合は時価額、 不動産の場合は固定資産税評価
額、 その他税控除前の金額を 記載し てく ださ い。 併せて、 「 内容」 に品目、 数量、 備考欄
に取得年月日（ 実際に本人の所有と なっ た期日） を 記載し てく ださ い。
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　 ( 4) 　 税等の納付状況

ア　 税　 等

１

２

３

４

５

６

区 分 納 付 す べ き 額 ( 円 ) 納 付 額 ( 円 ) 備 考

 軽  自  動  車  税　 ( 前年度分) ３ １ , ２ ０ ０ 該当なし 環境性能割を含む

 国 民 健 康 保 険 税( 前年度分) 該当なし 該当なし

 市　  県　  民　  税 　 ( 前年度分) ２ , ６ ２ ２ , ８ ０ ０ ２ , ６ ２ ２ , ８ ０ ０

 固  定  資  産  税　 ( 前年度分) １ , ０ ０ ８ , ９ ３ ６ １ , ０ ０ ８ , ９ ３ ６ 都市計画税を含む

 所　 　 　 得　 　 　 税  ( 前 年 分) ６ , ３ ５ ２ , ０ ０ ０ ６ , ３ ５ ２ , ０ ０ ０

 事　 　 　 業　 　 　 税  ( 前年度分) 該当なし 該当なし

． 「 所得税」 は、 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日までのも のを、 「 事業税」 以下につ
いては令和７ 年度分を令和８ 年５ 月３ １ 日現在における納付状況について記載し てく ださ
い。

． 「 固定資産税」 は、 固定資産税と 都市計画税を 合算し た額を 記載し てく ださ い。

． 軽自動車税（ 環境性能割） を 合算し て記入する際は、 その旨を 備考欄に記載し てく ださ
い。

． 資産等報告義務者（ 本人） に係るも ののみ記載し てく ださ い。 ※配偶者等については、
記載の必要はあり ません。

． 「 軽自動車税」 は、 毎年かかる軽自動車税（ 種別割） と 軽自動車を 購入し たと き にかか
る軽自動車税（ 環境性能割） を 合算し た額を記載し てく ださ い。

． 都市計画税を 合算し て記入する際は、 その旨を 備考欄に記載し てく ださ い。
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イ 　 使用料等

１

２

３

４

令和７ 年１ 月１ 日～同年１ ２ 月３ １ 日

区 分 納 付 す べ き 額 ( 円 ) 納 付 額 ( 円 ) 備 考

． 令和７ 年１ 月１ 日から １ ２ 月３ １ 日の使用等にかかるも ので、 令和８ 年５ 月３ １ 日現在
における納付状況について記載し てく ださ い。

． 上下水道使用料、 公営住宅使用料、 土地貸付料、 介護保険料、 保育料等で、 市町村等と
の契約、 その他こ れに類する行為によっ て、 一定期間納付すべき こ と が約束さ れた使用料
等を 記載し てく ださ い。

保育料 ５ ８ ９ , ７ ４ ０ ５ ０ ０ , ０ ０ ０ 未納金８ ９ , ７ ４ ０ 円

以下余白

大野城市上下水道使用料 １ １ ３ , ７ ５ ４ １ １ ３ , ７ ５ ４

介護保険料 ４ ５ , ８ ３ ０ ４ ５ , ８ ３ ０ 保険料のう ち、 延滞金８ ３ ０ 円

． 資産等報告義務者（ 本人） に係るも ののみ記載し てく ださ い。 ※配偶者等については、
記載の必要はあり ません。

． 未納金や延滞金等がある場合は、 詳細を 備考欄に記載し てく ださ い。
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